
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

村松商工会（法人番号 6110005004005） 

五泉市（地方公共団体コード 152188） 

実施期間 令和３年４月１日～令和８年３月３１日 

目  標 

経営発達支援事業の目標 

（１）事業計画の策定に基づく小規模事業者の経営力向上 

（２）事業承継及び創業に向けた支援強化による商工業者の減少率縮減 

（３）IT活用による商品・サービス・技術の情報発信に基づく需要拡大 

（４）地域資源等を活用した商品等の販路開拓・ブラッシュアップ 

事業内容 

経営発達支援事業の内容 

３－１．地域の経済動向調査に関すること 

  村松地区内小規模事業者景況調査と県・市経済圏における広域経済動向

調査を行う。整理・分析した調査結果を管内事業者へ周知するとともに、

事業計画策定支援等経営指導の際の基礎資料として活用する。 

３－２．需要動向調査に関すること 

  商談会等におけるバイヤー等へのアンケート調査や業界団体等の調査

結果資料等に基づく情報収集・分析・提供を行い、商品開発やブラッシュ

アップ、事業計画策定への活用促進を図る。 

４．経営状況の分析に関すること 

  巡回・窓口相談を通じて経営分析実施事業者を抽出し、定量面（財務分

析）と定性面（SWOT 分析）の観点から経営分析を行い、経営課題の把握と

事業計画策定に繋げる。 

５．事業計画策定支援に関すること 

  巡回・窓口相談や事業計画策定セミナーの開催を通じて事業計画策定事

業者を抽出し、地域経済動向調査や経営状況の分析、需要動向調査を踏ま

え、経営課題の解決に向けた事業計画策定支援を行う。 

６．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  策定した事業計画の着実な実行並びに経済情勢や組織状況の急激な変

化、市場動向や顧客ニーズに応じた軌道修正を図るため、外部専門家と連

携しながら各事業者の計画の進捗状況に対応するフォローアップを行う。 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  IT 活用セミナーの開催や IT ツール・ポータルサイト等の活用促進に加

え、商談会等の出展支援を通じ、小規模事業者の販路拡大への機会創出と

売上向上、事業者自身の需要開拓への意識啓発を図る。 

連 絡 先 

村松商工会 経営支援室 

〒959-1705 新潟県五泉市村松乙 245 

TEL：0250-58-2201 FAX：0250-58-8409 E-mail：mms2201@blue.ocn.ne.jp 

五泉市 商工観光課 

〒959-1692 五泉市太田 1094-1 

TEL：0250-43-3911 FAX：0250-41-0006 E-mail：syoukou@city.gosen.lg.jp 
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 イ．産業別の状況と課題 

   【卸売業・小売業・サービス業】 

村松地区の中心部にアーケードを伴う 4 つの商店街（本町一商店街協同組合、仲町商店

街協同組合、共栄商店街協同組合、上町商店街振興会）を有しているが、定住人口の減少

や商業集積の進んだ市外商圏への流出や消費者ニーズの多様化、通信販売利用者の増加等

を背景に、コロナ禍も相まって経営環境は極めて厳しい状況にある。 

経営者の高齢化や後継者不在により倒産・廃業する店舗も増加しており、空き地や空き

店舗の有効活用、創業に対する支援や後継者等の人材育成が課題となっている。 

   【建設業】 

     人口減少、公共事業の削減やコロナ禍に伴う景気悪化、大手ハウスメーカーの台頭によ

り受注工事量が減少し、廃業や事業を縮小せざるを得ない事業者が増加している。 

     また、多様化する消費者ニーズに対応できず、旧態依然とした経営姿勢が見受けられ、

時代に即した積極的な経営戦略が課題となっている。 

     建築業においては一人親方として従事する人が多く、高齢化により廃業する事業者が目

立つ一方で、新たに個人創業を目指す若者も見受けられるため、支援体制の強化が求めら

れる。 

   【製造業】 

     五泉市は、新潟県はもとより全国でも有数のニット製品や織物の産地であるが、輸入品

の大量流入や消費者の低価格指向の高まりにより、繊維工業の製造品出荷額等は減少が続

いている。村松地区においては繊維工業の下請業者も多く、ニット産業の衰退に伴い事業

所数や従事者数が減少していることから、全業種の中で製造業を営む事業者の減少率が最

も顕著である。 

   【観光関連】 

     観光客の動向としては、桜やチューリップ、水芭蕉等が咲く春季に年間の約 3 割が集中

し、他の季節や観光地、商店街等への波及が少ない状況となっている。観光客の多くが数

時間の滞在で市外へ移動してしまい、消費活動に繋がっていないため、地域内でのルート

づくりを含めた受入体制の構築が求められている。 

     そのため、城下町村松や慈光寺、ニットや織物産業等の貴重な歴史や文化、伝統産業と

地域資源を活用しながら、商店街での買い物や宿泊を促し、近隣の市町も交えた広域的な

観光誘導等を組み入れた通年型観光への転換が必要となる。 

 

  ウ．地域内小規模事業者の課題 

上記の現状と、当商工会の経営指導員等職員による巡回・窓口相談時におけるヒアリング

を踏まえ、当地域の小規模事業者は以下の課題に直面している。 

   ⒜経済環境の激変（コロナ禍、人口減少、消費者ニーズ・商環境の変化）への対応 

   ⒝ヒト（人材）・モノ（資産）・カネ（資金）・情報等の経営資源の不足 

   ⒞高度情報化社会等経営環境の変化への対応（先進的技術力や商品開発力・企画提案力・マ

ーケティング力の不足、IT を活用した情報発信による販路開拓等） 

   ⒟経営者の高齢化及び後継者難への対応（事業承継、継続、廃業） 

   ⒠経営者の経営管理に対する意識改革（どんぶり勘定や放漫経営からの脱却） 

   ⒡経営状況の分析と需要を見据えた事業計画策定・実行への意識啓発 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

 ①10 年程度の期間を見据えて 

平成 21 年から 10 年間で 164 件もの商工業者が廃業している経緯や、五泉市による将来人口

予測と当会が実施している景況調査等から判断して、今後 10 年間における商工業者のさらなる

減少は免れず、コロナ禍の影響によりその進行が早まると想定される。 
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10 年後の村松地域のビジョンを考えるにあたり、商工業者の減少を抑え、経済の維持と地域

活性化を図るためには小規模事業者の持続的発展が必要不可欠である。 

当商工会では、地域の総合経済団体として、第 2 次五泉市総合計画及び五泉市中小企業・小

規模企業振興基本条例の理念のもと、多様化・複雑化する経営課題に対する支援体制の充実及

び地域経済の活性化を長期的な目標に据え、県・市行政や金融機関、その他支援機関との連携

を強化しながら小規模事業者の振興及び地域経済の活性化に資する取組みを推進していく。 

 

 ②五泉市総合計画、五泉市中小企業・小規模企業振興基本条例との連動性・整合性 

   

ア．五泉市総合計画 

五泉市では、平成 29 年度から令和 8年度までを計画期間とした新しいまちづくりの目標と

方向性を示す「第 2 次五泉市総合計画」を策定した。この計画は、行政運営において分野毎

の取組みの方向性や施策展開を示す最上位計画として位置付けられており、策定に当たって

は、「五泉市まち・ひと・しごと創生 人口ビジョン・総合戦略」や「五泉市行財政改革大綱・

五泉市行財政改革実行プログラム」、「公共施設等総合管理計画」等、五泉市が策定するまち

づくりに関する計画で位置付けた方向性を踏まえ、立案されている。 

この計画における産業振興に関する施策については「活気の泉 ～賑わいあふれる 活気あ

るまち～」という視点から以下のように推進することとしている。 

 

   【商業の活性化】 

    ＜基本方針＞ 

     ○商業団体（商工会・商工会議所・商店街組合等）との連携により、地域に根ざした商

業活動の活性化を進め、まちなかが賑わうまちづくりを目指す。 

     ○事業者の事業意欲を喚起し、持続的で活力のある展開につながる支援を行う。 

     ○これまでに蓄積された歴史的・文化的資源や産業資源等の既存資源を有効活用しつつ、

創意工夫を活かしながら地域と一体となって、活気あるまちなかづくりを推進する。 

    ＜取組内容＞ 

     ○イベントや PR 活動等による商店街の活性化 

     ○各種融資制度による商店経営の安定化 

     ○起業・創業の支援 

     ○次世代を担う後継者の育成 

     ○市民が利用しやすい定期市場の推進 

   【工業の活性化】 

    ＜基本方針＞ 

     ○地場産業をはじめとする各種産業の振興が図られ、活気に満ちたまちを目指す。 

     ○地域産業が国内外で十分な競争力を発揮できるよう、中小企業の経営安定化や事業拡

大及び異業種交流等を進め、工業の振興対策を図る。 

○新しい分野を開拓する既存企業や進出希望企業への支援体制の強化を進めるととも

に、産学官の連携により、起業や新たな事業展開を目指す企業などを支援する。 

    ＜取組内容＞ 

     ○地場産業活性化の推進 

     ○工場の増設支援及び企業誘致の推進 

     ○各種融資制度による工業経営の安定化 

     ○次世代を担う後継者の育成 

     ○工業の販路拡大の推進 

 

この「第 2 次五泉市総合計画」を踏まえ、当商工会では次のとおり、管内小規模事業者の

長期的な振興のあり方を定める。 
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⒜地域商工業の振興と持続的発展 

      経済社会情勢の変化に対応した商工業振興を進めていくためには、商工業者自らが時

代の流れ、消費者の需要動向等の社会的ニーズを的確に把握し、ITを駆使した情報発信

を行いながら、経営革新や生産性向上、販売力強化に取り組む必要がある。そのため、

縮小市場にあっても顧客のニーズに対し地域密着できめ細かい対応ができる小規模事業

者ならではの強みを活かしながら、大型店にはできないビジネスモデルを構築し、地域

に必要とされる事業者の育成を行うことで、地域商工業の振興と持続的発展、雇用の創

出と確保を目指す。 

    ⒝計画に基づいた経営の推進と事業の持続化 

      放漫経営に陥っている事業者の意識改革を促し、事業計画に基づいて行動し、評価と

改善を行う PDCA サイクルによる経営を浸透させ、計画的な事業承継により地域の商工業

者の減少を最小限に抑える。 

    ⒞地域・観光資源の有効活用による事業機会の創出と交流人口の増加 

地域資源を活用した商品・サービスの発信、イベントの開催支援等により、賑わいの

創出を図っていくことで、小規模事業者の販路拡大と交流人口の増加による地域経済活

性化を目指す。 

 

  イ．五泉市中小企業・小規模企業基本条例 

平成 29 年 3 月に当商工会の要望により「五泉市中小企業・小規模企業振興基本条例」が制

定され、行政の責務や中小企業等（中小企業・小規模事業者）及び中小企業等関係団体（商

工会、商工会議所その他中小企業を支援する団体）の役割が定められた。 

本条例の制定にあたり、当商工会では小規模事業者の立場に立ったうえで、条例の内容は

勿論、条例に基づく地域の事業者のニーズに合った振興施策について精力的に市と意見交換

を行った。 

本条例では、中小企業等が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たし

ているという基本的な認識のもと、とりわけ経営資源の確保が困難である小規模事業者の継

続的な発展に資する支援に努め、経済振興に取り組むことが明示されている。施策の実施に

ついては、総合計画に登載し、その成果を評価検証したうえで定期的に見直しが行われるこ

とが明記された。 

本条例の制定を契機に、長期的な視点に立ち、改めて 10 年後の小規模事業者のあり方を見

据えたうえで、当商工会が小規模事業者の拠り所としてより一層頼られる存在となるべく、

従来の経営改善普及事業はもとより、持続的発展に向けた支援を強化していく。 

 

 ③村松商工会の役割 

当商工会は、昭和 35年の設立以来行政と連携・協力しながら、村松地域の特色を活かした様々

な事業展開を行ってきた。特に、旧五泉市同様に地場産業として全国でも有数のシェアを持つ

繊維・ニット産業の育成をはじめ、工業団地への工業振興策や町の都市計画等に反映させるた

めの「まちづくり将来ビジョン」の策定に加え、人口増加策として住宅団地造成事業等の地域

活性化事業に積極的に取り組んできた。 

商業面においては、国の商店街高度化事業（村松地区 4 商店街のアーケード建設・共同駐車

場建設）や県の商業診断をはじめ、当時の行政と連携しながら中心市街地活性化のための各種

事業を展開してきた。 

また、当商工会の若手経営者が中心となり、「城下町村松」という特色を活かしたまちづくり

のためのビジョン策定及び提言により様々なイベントを実施し、商工業の発展及び地域経済活

性化を担ってきたという経緯がある。 

しかしながら、1990 年代初頭のバブル経済崩壊とともに、基幹産業であったニット産業が衰

退し始めたことを契機に、商工業者数や会員数も減少の一途を辿っている。急激な人口減少と
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少子高齢化の同時進行に加え、令和 2 年に発生した新型コロナウイルス感染症拡大により世界

経済が未曾有の危機に陥り、地域経済にも大きな爪痕を残すこととなった。 

このコロナ禍を契機に、販路開拓や経営計画策定及び IT への対応不足、人材活用や後継者問

題等小規模事業者が抱えている潜在的な経営課題が急速的に顕著になった。これまでに経験し

たことのないような経済社会情勢の急激な変化に見舞われている小規模事業者にとって、自身

の経営を維持していくためには従来にも増した支援体制が求められることから、当商工会にお

ける地域の総合経済団体及び支援機関としての役割はより一層の重みを増してくるものと思わ

れる。 

コロナ禍を経て社会が大きく変容していく「ポスト・コロナ」時代において、小規模事業者

が持続的発展を果たすためには、自身の現状と課題を明確にしたうえで事業計画を策定し、激

変する経営環境を把握しながら需要開拓と情報発信による周知に取り組むことが重要となり、

当商工会としても行政や他の支援機関と連携を図りながらその伴走型支援にあたっていく。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

   当商工会では、前述した地域の特色や課題、長期的な振興のあり方を踏まえ、5 年間の本事

業期間における次の目標を掲げる。実施にあたっては、行政（新潟県・五泉市）をはじめ、上

部団体の全国商工会連合会と新潟県商工会連合会、地域金融機関や日本政策金融公庫、にいが

た産業創造機構等公的支援機関との連携強化を図り、支援にあたる。 

  ①事業計画の策定に基づく小規模事業者の経営力向上 

  ②事業承継及び創業に向けた支援強化による商工業者の減少率縮減 

  ③IT 活用による商品・サービス・技術の情報発信に基づく需要拡大 

  ④地域資源等を活用した商品等の販路開拓・ブラッシュアップ 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和３年４月１日 ～ 令和８年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

①事業計画の策定に基づく小規模事業者の経営力向上 

小規模事業者の売上向上や利益確保を可能とする経営体質強化を目指すため、経営状況の把

握と分析及び事業計画の策定と確実な実行のための支援を行う。具体的には、地域の経済動向

や需要動向等の各種調査を実施し、その調査結果を分析・活用する中で、自社の強みと弱みを

再認識するとともに定性的・定量的な観点から経営上の課題を抽出し、必要に応じて外部専門

家等を活用しながら課題解決に向けた実効性の伴う支援を行う。 

 

②事業承継及び創業に向けた支援強化による商工業者の減少率縮減 

経営者の高齢化と後継者不在は地域の全ての小規模事業者に共通する経営課題であり、経営

資源に乏しい小規模事業者にとって後継者の確保は困難を極めており、廃業による事業者の減

少は地域活力の衰退に直結する問題である。そのため、早期の現状把握と事業承継計画の策定

等への取組みを促し、新潟県事業引継ぎ支援センターや事業承継コーディネーター等の関係機

関及び専門家と連携を図りながら円滑な事業承継を支援する。 

また、創業希望者に対しては、創業計画作成支援や市の起業支援補助制度の活用、創業資金

の斡旋支援はもとより、開業後は定期的に巡回訪問を行い、地域に根ざした着実な事業展開が

図れるよう支援を行う。 

 

③IT活用による商品・サービス・技術の情報発信に基づく需要拡大 

地域内外からの集客により売上の向上を図るためには、潜在顧客への情報発信と価値訴求が

重要であるが、小規模事業者の多くは自社の広報活動に消極的で先送りにしがちである。また、

情報通信技術の発達により生活のあらゆる場面でデジタル化が進展し、コロナ禍を経て「非対

面」「非接触」型の事業活動が浸透しつつあり、小規模事業者にとっても経営の中で IT をどの

ように活用するかが課題となっている。 

そのため、IT活用セミナーの開催やホームページ・SNS 等の ITツール導入に係る個社支援を

通じ、個社の商品・サービス・技術等の視覚的な情報発信や、コロナ禍を契機にオンライン型

への事業転換を希望する事業者への環境整備に係る支援を行うことで、ポスト・コロナ時代に

適応し得る経営体制の構築を支援する。 

 

 ④地域資源等を活用した商品等の販路開拓・ブラッシュアップ 

人口減少や地元購買率が低下し、コロナ禍の影響により地域の経済情勢が著しく悪化してい

る中で、売上の向上を目指すためには、これまでの商圏にとらわれることなく取引・販売の範

囲を拡大し、需要創出を図る必要がある。 

そのため、当商工会では県内外の展示会や商談会等への出展により、小規模事業者の販路拡

大の機会創出を支援する。具体的には、出展の周知や商談会シートの準備等の出展前支援と商

談状況・成果の分析や取引見込先へのアプローチ指導等の出展後支援を行い、必要に応じ外部

専門家等と連携しながら新規取引先の獲得を目指す。 
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（３）事業内容 

①各種商談会等におけるバイヤー等へのアンケート調査 

村松地区の地域資源を活用した商品の製造、もしくは取扱いを行う小規模事業者が展示・商

談会等に出展した際、商品への印象や満足度、改善点、商取引の可能性等を業者・バイヤーに

対しアンケート調査を行い、現状の把握と商品のブラッシュアップに活用する。展示・商談会

については主に第四北越フィナンシャルグループ主催「食と総合ビジネス商談会」や新潟市主

催「フードメッセ in にいがた」を想定している。 

【サンプル数】1事業者あたり 50人を目標とする。 

【調査手法】商談会来場者へ商品等に関するアンケート調査（記入・聞き取り）を行う。 

【調査項目】商品により個別に調査票を作成する。代表的な質問項目は商品に対する客観的

評価［味（※食品の場合）・デザイン・量・大きさ・価格・購入シーン］や取引

条件、改善点等である。 

【分析手法】経営指導員が調査票の作成・集計・分析を行い、必要に応じよろず支援拠点の

販路開拓等の専門家に意見を求める。 

【分析結果の活用】視認性に配慮した資料を作成の上、経営指導員等が支援事業者に直接説

明する形でフィードバックを行う。調査結果を基に、商品のブラッシュ

アップや販路開拓を進める際は、新潟県商工会連合会のエキスパートバ

ンクやよろず支援拠点等の専門家派遣による支援を行う。 

【効 果 等】業者等の来場者が多いイベントを利用して調査を行うことで、取引を行う側か

らの視点に立った率直な感想や意見を収集することができるため、事業者の主

観に偏ることのない商品開発や見直しが期待できる。 

 

 ②業界団体等の調査結果資料等に基づく情報収集・分析・提供 

経営状況の分析や事業計画の策定を行う事業者、あるいは策定した事業者を対象に、各個社

の事業計画実効性向上と販路拡大を目的とした需要動向調査を行う。 

【調査手法】業種別審査事典や業界団体、地元金融機関のシンクタンク（新潟経済社会リサ

ーチセンター・ホクギン経済研究所）等による調査結果資料、県が実施した「県

民買い物意識調査」や「家計調査年報」等の各種統計資料、日経テレコン POS

情報、インターネット等から商品や市場規模・動向など必要な情報を収集する。 

【調査項目】対象とする小規模事業者が提供する商品やサービスに関する消費者ニーズ等 

         （商品のトレンドや売れ筋情報、年代・性別による購買動向、選択基準等） 

【活用方法】調査結果を基に商品・サービス等の将来性や競合関係を分析し、その結果を当

該事業者にフィードバックするとともに、販路拡大に向けた取組みを提案する

など事業計画の策定及び策定後のフォローアップ支援に活用する。 

【効 果 等】調査結果を事業者にただ渡すのではなく、複数の項目により比較検討を行った

状態でフィードバックすることで、事業計画策定と見直しへの活用促進が期待

できる。 

 

 

４．経営状況の分析に関すること 

 

（１）現状と課題 

 ［現状］ 

   当商工会では、金融相談や持続化補助金等の申請書作成支援、事業承継計画策定支援を行っ

た小規模事業者を対象に、経済産業省の「ローカルベンチマーク」を用いた経営分析を行って

おり、経営指標に基づいた簡易的な定量分析を中心に取り組んでいる。 

   ネット de 記帳による濃密的な記帳指導を行っている小規模事業者に対しては、「経営指数分

析」「損益構造図表」「貸借構造図表」「損益分岐点図表」等の分析データを提供し、記帳担当者
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日本政策金融公庫の「小企業の経営指標調査」等を活用し、比較を行う。 

＜SWOT 分析＞ 自社の内部環境（強み・弱み）と外部環境（機会・脅威）等を浮き彫りに

し、事業者へ認識を促すことで事業計画の策定に繋げる。 

【分析手法】経済産業省の「ローカルベンチマーク」や中小企業基盤整備機構の「経営自己

診断システム」、ネット de 記帳の経営分析システム等を活用し、経営指導員等

が分析を行う。 

 

（４）分析結果の活用 

   分析結果は、当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定等に活用する。また、分析結

果を内部共有することで、経営指導員等のスキルアップに活用する。 

   分析により、商工会職員では対応しきれない高度な専門的経営課題が生じている場合は、新

潟県商工会連合会のエキスパートバンク事業やミラサポの制度を活用し、外部専門家と連携し

ながら課題解決を図る。 

 

 

５．事業計画策定支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

 ［現状］ 

   当商工会では、主として金融相談や持続化補助金等の申請書作成、事業承継支援に係る承継

計画作成の際に事業計画策定支援を行っている。また、専門的かつ高度な経営課題を持つ事業

者に対しては、新潟県商工会連合会のエキスパートバンクやにいがた産業創造機構のよろず支

援拠点による外部専門家派遣を活用し、計画の策定や課題解決の支援にあたっている。 

 ［課題］ 

   小規模事業者の多くは、事業計画を「補助金申請や融資を受けるため」といった必要に迫ら

れて作るものという位置づけで捉えている傾向にある。事業計画を策定し、その計画に則った

事業を実施しながら売上増加や収益改善を図ることで経営改善と事業の持続的発展を目指すと

いう事業計画本来の目的が希薄になり、組織的発展に消極的な小規模事業者にとって事業計画

策定は敬遠しがちな印象を持たれている。 

 

（２）支援に対する考え方 

   小規模事業者に対し、事業計画策定の意義や重要性を漠然と述べても、実質的な行動や意識

変化を促すことは難しい。そこで、巡回・窓口相談時では事業計画策定事例を紹介しながら対

応を行うとともに、実際に事業計画を策定し、その後の事業展開に活かしている経営者の経験

談を交えた「事業計画策定セミナー」を開催することで、小規模事業者への事業計画策定の意

義や重要性の浸透を図り、計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 

   併せて、金融・税務・労務相談や創業相談、持続化補助金等の申請時に事業計画の策定支援

を行う。特に、経営者が高齢であるなど事業承継の必要性が高い小規模事業者については、ヒ

アリング等により後継者候補の情報を把握し、事業承継計画の策定を優先的に支援する。 

   計画策定の際には、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた業種別ガイドラインや事業

継続計画（BCP）等、ポスト・コロナ時代において経営を維持していくための新たな視点による

取組みを盛り込むことも考慮する。 
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 ④事業承継計画策定支援 

事業承継に経営課題を持つ小規模事業者を対象に、円滑な事業承継が行えることを目的とし

た事業承継計画策定支援を行う。 

【策定手法】経営指導員が中小企業庁「事業承継ガイドライン」に基づき、事業承継診断シ

ートを用いて小規模事業者に対しヒアリングを行い、事業承継に向けた準備の

必要性の認識を図ったうえで、事業承継計画書の策定支援にあたる。その際に

高度かつ専門的な課題が生じる場合は、新潟県事業引継ぎ支援センターや新潟

県商工会連合会のエキスパートバンク等による専門家派遣制度を活用する。後

継者不在で事業承継を希望する小規模事業者に対しては、新潟県事業引継ぎ支

援センターと連携し、マッチング等の支援を行う。 

【効 果 等】事業承継は高齢化が進む小規模事業者にとって軽視できない課題であり、各事

業者が抱える事業承継への問題点の早期解決を図ることで、円滑な事業承継に

繋がることが期待できる。 

 

⑤創業者向け事業計画策定支援 

地域内の創業者及び創業予定者を対象に、事業・創業計画の策定支援及び国・県・市創業支

援制度の活用支援を行う。 

【策定手法】五泉市、地元金融機関等と連携し、地域内創業予定者及び新事業展開による第

二創業を希望する事業者の情報共有を図る。創業・第二創業希望者に対し、必

要に応じて専門家と連携しながら創業計画の策定を支援するとともに、（公財）

にいがた産業創造機構の「起業チャレンジ応援事業」、五泉市の「起業支援事業

補助金」「ごせん起業者応援事業補助金」並びに国・県・市の創業資金融資制度

の活用を支援する。 

【効 果 等】創業の段階から事業計画策定の重要性を認識することで、創業後の予実管理や

アクションプランの見直し、資金調達時等に要する事業計画の策定に取り組み

やすくなり、事業継続における経営力の向上に繋がる。 

 

 

６．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

 ［現状］ 

   当商工会では、主に事業計画を策定し補助金を活用した事業者に対し、策定後 5 年間の期間

を定め、四半期に一度を目安に巡回訪問によるフォローアップを行っている。内容としては、

事業計画の進捗状況の確認や売上・粗利益等数値面の推移に係る検討が中心となっている。 

 ［課題］ 

   個々の事業者で経営状況や指導内容が異なるため、事業者間でフォローアップ頻度や指導密

度に偏りが生じており、全ての事業者が同程度の水準でフォローアップが出来ているとは言い

難い。 

また、事業計画を策定し事業を実施するものの、経済情勢や組織状況の変化により計画と進

捗状況にズレが生じ、計画の軌道修正が必要となる事業者も多く、事業成果を得るための対応

策が求められる。 

    

（２）支援に対する考え方 

事業計画や事業承継計画、創業計画を策定した全ての事業者を対象とするが、個々の事業計

画の進捗状況や経営課題により、訪問回数を増やして集中的に支援すべき事業者と、ある程度

順調と判断し訪問回数を減らしても支障がない事業者を見極めたうえで、フォローアップの頻
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          ○経営における第 5世代移動通信システム（5G）の可能性  等 

【募集方法】チラシの配布や商工会ホームページ、商工会報への掲載による周知 

【開催回数】年 1回 

 

イ．ポータルサイトへの掲載情報追加による販売促進支援 

これまでのポータルサイト「むらまつ商売繁盛.com」は村松地区の事業者 PR を重視したウ

ェブサイトであり、参加登録者も商業・サービス業者に偏りがちだったことを踏まえ、今後

は工業関係事業者に対する IT 活用を促進・強化するため、個社の技術を PR しやすいウェブ

サイトへの改修を図る。 

具体的には、「個社が得意としているコト（技術・サービス等）を可視化し、必要としてい

るヒトと繋ぐ」ことを目的に、個社が提供できる技術やサービス内容をサイトのトップペー

ジで表示させることで、アクセス数の増加とともに、消費者からの需要創出と事業者間のビ

ジネスマッチングを図るものである。 

コロナ禍の影響により、飲食店のテイクアウトに代表されるような既存のサービスに代わ

る取組みに着手する事業者が今後増加することも想定されるため、そうした業態変化に伴う

情報発信についてフレキシブルに対応し得るプラットフォームとして事業者が活用できる場

を提供することにより、ポスト・コロナ時代における売上回復と受注獲得を目指す。 

 

  ウ．IT ツールの活用による広告宣伝・販路開拓支援 

コロナ禍を契機に、消費者の行動様式やニーズも変容し、経営における IT活用への対応が

より急務となったことから、上記の IT活用セミナーへの参加者やポータルサイト登録事業者

の中で、自社の認知度向上や商品・サービス・技術の PR に意欲的な事業者を対象に、IT に

精通する専門家と連携しながら、費用をかけずに導入できるツールの活用支援を行う。 

【手  法】年 1回程度、導入促進支援期間を設け、チラシの配布や商工会ホームページ、

商工会報にて周知するとともに、巡回・窓口相談の際に支援対象者の掘り起

こしを行う。導入支援を行うツールとしては、ポスト・コロナ時代の趨勢や

小規模事業者の導入のし易さという観点から次のものを想定している。 

    【想定されるツール】 

     ⒜Google マイビジネス 

       Google 検索や Google マップ等 Google のサービスにビジネスや店舗情報を表示し、

管理することができる無料のツール。魅力的な写真や特典情報を掲載することで、セ

ールスポイントの PR やリピーターの獲得が期待できる。 

     ⒝LINE@ 

       日本全国 8,400 万人のアクティブユーザー数を誇るコミュニケーションアプリ

「LINE」のビジネス版ツール。1 対多のビジネス目的でのやり取りに特化しており、

顧客に向けて一斉にメッセージやクーポンを送信することができる。あらゆる業種に

おいて効果的な活用事例があり、LINE@を戦略的に活用することで、顧客維持のための

計画策定支援及び実施を図る。 

 

エ．「Goope」（旧 SHIFT）の活用促進 

     自社のホームページが無い小規模事業者を対象に、全国商工会連合会が推奨するウェブ

システム「Goope（旧 SHIFT）」への登録促進を行う。費用面でホームページの開設に踏み

切れなかった事業者、あるいはインターネットの活用に苦手意識を持つ事業者に対し、費

用をかけずにホームページが作成可能であることを認識させるとともに、自社の情報発信

による販路開拓への足掛かりとなるよう、登録から情報掲載及び更新操作等の支援を行う。 

  

 ②商談会等への参加希望事業者の掘り起こし及び出展支援（BtoB） 

巡回訪問や商工会報、ホームページ等により、各支援機関等が主催する展示会・商談会の開
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催情報の提供や販路拡大に関するセミナーの開催等により、出展希望者の掘り起こしを行う。 

出展支援対象者は、主に事業計画を策定し、販路拡大に意欲的な小規模事業者を想定してお

り、出展にあたっては、出展に係る事前支援（商談目標の設定、来訪希望者への周知、商談会

シートの作成、ブース演出及び PRツールの準備）と事後支援（来訪者アンケートの集計、商談

先・取引見込先へのアプローチ、サンプル発送の対応等）を行う。 

出展後は、成約見込状況や商談先からの反応等を確認し、受注獲得や改善に向けた取組方法

について、必要に応じて専門家と連携しながら継続的に支援を行う。展示会や商談会等への出

展により地域外の業者・バイヤーと商談を行うことで、広域的な販路開拓が期待できる。また、

取引を行ううえでの客観的な視点に立った意見を聴取できる貴重な機会であるため、商品やサ

ービスのブラッシュアップを行うきっかけにも繋がる。 

 

  【想定される展示会・商談会】 

   ○フードメッセ inにいがた 主催：フードメッセ inにいがた運営会議・新潟市 

     本州日本海側最大規模の食の総合見本市。個性・意欲ある各地の中小事業者が出展し、

差別化を求め、ロットにこだわらないバイヤーが多数来場する商談会である。2019 年出展

者数は 439 事業者、来場者数は延べ 10,232 人（開催期間：3日）。 

   ○にいがた 食と総合ビジネス商談会（しょく Biz！） 主催：第四銀行・北越銀行 

     業種問わず自社商品・サービス・技術の PRと商談が可能な商談会。社会情勢に則ったタ

イムリーな情報発信が行われる。2019 年出展者数は 206 事業者（開催期間：1日）。 

   ○にいがた BIZ EXPO 主催：にいがた BIZEXPO 実行委員会・新潟市 

     新潟県内最大級の商談型産業見本市。あらゆる業界・業種の企業、団体が一堂に出展し、

それぞれの主力商品やサービスの提案が可能な商談会。2019 年出展者数は 226 事業者、来

場者数は延べ 10,994 人（開催期間：2日）。 

 

 

８．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

（１）現状と課題 

  ［現状］ 

   当商工会では、商工会正副会長並びに地元金融機関の支店長、行政担当課長に加え、日本政

策金融公庫新潟支店や新潟県信用保証協会の担当課長、経営実務等の専門的知識や公的資格を

有する中小企業診断士・コンサルタント等の有識者による「事業推進委員会」と「事業評価委

員会」を設置し、事業の進捗・実施状況については事業推進委員会にて、事業成果の評価につ

いては事業評価委員会にて検証を行っている。事業成果や評価、達成率については商工会の理

事会で報告を行い、承認を得ている。 

  ［課題］ 

   検証については事業成果の数値目標への達成度合いに関する客観的評価に留まる傾向にあり、

実施内容に踏み込んだ効果的な実施手法の検討にまで至っていない。 

 

（２）事業内容 

 ①経営発達事業推進委員会・評価委員会の開催 

当商工会職員（事務局長・法定経営指導員・経営指導員）、商工会正副会長、五泉市商工観光

課長、外部有識者として地元金融機関の支店長や新潟県商工会連合会職員、日本政策金融公庫

並びに新潟県信用保証協会の担当課長、金融機関シンクタンクのコンサルタント等を構成員と

した「事業推進委員会」と「事業評価委員会」を引き続き組織する。 

②評価及び見直しの方法 

事業推進委員会を年に 2回程度開催し、事業の遂行状況やスケジュールについて報告を行い、

効果的な実施方法について検討を行う。 
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また、毎年度 2 月に事業評価委員会を開催し、事業成果や数値目標の達成度に基づき、評価

（5段階）や見直し案の提示を行う。 

 ③評価及び見直し結果の公表 

事業成果や評価、見直し案について商工会の理事会で報告し承認を得たうえで、その結果を

事業実施方針等に反映させるとともに、商工会のホームページ及び会報へ計画期間中掲載する

ことで、当地区の小規模事業者等が常に閲覧可能な状態とする。 

 

 

９．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１）現状と課題 

  ［現状］ 

経営指導員や経営支援員等職員の資質向上に関しては、上部団体である新潟県商工会連合会

が主催している職種別・職制別研修及びテーマ別研修に参加している。また、当会が小規模事

業者を対象に実施する各種セミナーに参加することで支援実務能力の向上や指導・支援に関す

る情報収集にも努めており、経営指導員と経営支援員による財務分析と改善に向けたアクショ

ンプランの作成に活かされている。 

  ［課題］ 

   職員の経験年数や得意分野の違い、あるいは職種間で支援能力にばらつきがみられ、経済情

勢の変化が目まぐるしくかつ事業者の経営課題も複雑化していることから、今後の小規模事業

者を支援するための資質向上はより一層重要な課題となっている。 

 

（２）事業内容 

 ①外部講習会等の積極的活用 

経営指導員及び経営支援員等の支援能力の一層の向上のため、新潟県商工会連合会並びに新

潟商工会議所が開催する「経営指導員研修」や新潟県商工会連合会主催の経営支援能力向上の

ための各種セミナーに対し、計画的に職員を派遣する。 

特に、経営指導員にあっては、高度化する経営課題に対応し得る支援能力の向上を図るため、

中小企業大学校が行う中小企業支援担当者向け研修や事業承継等能力向上研修等をはじめとし

た課題別研修への積極的な参加を行う。指導員以外の職員についても、連携する支援機関及び

団体が開催する研修会や、当会が小規模事業者を対象に開催する各種セミナーに参加させるこ

とで、職員全体の支援能力の向上と平準化を図る。 

研修の内容については報告書にまとめ、資料とともに職員間で回覧し、常時閲覧できる共有

スペースで管理することで、小規模事業者の支援に活用する。 

 

 ②外部専門家を活用した支援能力向上 

「新潟県エキスパートバンク」をはじめとした専門家派遣事業や、よろず支援拠点個別相談

会による専門家の個別指導を実施する際は、経営指導員等が同行・同席し、指導ノウハウの習

得と支援能力の向上を図る。 

 

 ③OJT による支援能力向上 

巡回・窓口相談において、経営指導員と経営支援員のチーム体制により相談指導業務に携わ

ることで、経営分析や経営計画策定、販路開拓支援に係る相互の指導・助言内容、情報収集や

データ活用手法を学ぶ OJT を実施し、組織全体の支援能力の向上を図る。 

OJT を踏まえたミーティングを定期的に開催し、相談指導業務で得た事業者の情報や支援の

進捗状況等について意見交換を行うことで、組織内における支援ノウハウ等の共有を図る。 
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④事業者情報及び支援内容のデータベース化 

小規模事業者の指導内容は、担当経営指導員等が基幹システム上で適時・適切にデータ入力

を行う。また、個々の支援先の経営計画や経営分析に係る電子データを共有サーバーで管理す

ることで、支援中の小規模事業者の状況を職員全員が相互共有し、担当外の職員でも一定レベ

ル以上の対応が可能となるよう体制を整備する。 

 

 

１０．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

（１）現状と課題 

  ［現状］ 

  当商工会では、五泉市や地元金融機関 5 行をはじめ日本政策金融公庫、新潟県信用保証協会

との「金融懇談会」を定期的に開催することで、地域経済や金融情勢、小規模事業者への金融

支援状況の情報共有を行うとともに、経営改善・事業再生支援のための金融調整や新事業展開

のための設備投資に係る資金調達支援に取り組んでいる。 

  ［課題］ 

   経営発達支援事業の円滑な実施に向けたあらゆる面での支援力向上に役立てるため、効果的

な支援事例やノウハウに重点を置いた情報交換を他の支援機関と積極的に行い、職員間での共

有や事業者へのフィードバックを図る。 

 

（２）事業内容 

 ①地元金融機関等との金融懇談会の開催（年 1回） 

地元金融機関 5 行（第四銀行・北越銀行・大光銀行・加茂信用金庫・はばたき信用組合）の

支店長と五泉市役所商工観光課長に加え、日本政策金融公庫や新潟県信用保証協会の担当課長

で構成する金融懇談会を開催し、地域の経済動向や資金需要、経営支援体制等について情報交

換を行うことで、金融支援体制の強化を図る。 

 

 ②経営改善資金推薦団体連絡協議会（マル経協議会）への参加（年 1回） 

日本政策金融公庫新潟支店、新潟県商工会連合会広域指導センター、支店管轄の下越地区商

工会で構成される「経営改善資金推薦団体連絡協議会（マル経協議会）」に経営指導員が出席し、

各地域の経済動向や金融支援の取組状況等について情報交換を行うことで、支援ノウハウの蓄

積や支援力向上、融資斡旋における円滑な実施体制の構築を図る。 

 

 ③新潟県中小企業支援連携ミーティングへの参加（年 1回） 

新潟県信用保証協会、新潟県商工会連合会広域指導センター、下越地区商工会並びに商工会

議所で構成される「新潟県中小企業支援連携ミーティング」に経営指導員が出席し、信用保証

協会の保証業務や小規模事業者支援事業への理解を深めるとともに、各地域の経済動向や経営

支援状況の情報交換を行うことで、支援ノウハウの蓄積及び向上を図る。 

 

④新津税務署並びに新津税務署管内税理士、商工会による三者協議会への参加（年 1回） 

新津税務署と関東信越税理士会新津支部の税理士、管内の商工会・商工会議所で構成される

三者協議会に経営指導員が出席し、確定申告等税務支援業務に係るノウハウや情報交換を行う

とともに、組織間の要望や問題点を協議することで、円滑な税務支援体制の構築を図る。 

  

 ⑤よろず支援拠点関係機関連絡会議への参加（年 1 回） 

公益財団法人にいがた産業創造機構（NICO）が実施機関となっている「新潟県よろず支援拠

点」が開催する関係機関連絡会議に経営指導員が出席し、新潟県よろず支援拠点が行っている

経営支援実績や活動方針の情報を共有するとともに、コーディネーターと支援ノウハウの情報
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交換を行うことで、円滑な支援体制の構築を図る。 

 

 ⑥新潟県商工会職員協議会主催「経営指導員研修会」への参加（年 1回） 

県内商工会の経営指導員対象の新潟県商工会職員協議会主催「経営指導員部会研修会」へ経

営指導員が出席し、小規模事業者の具体的支援手法を学ぶとともに、支援ノウハウについて情

報交換を行う。 

 

⑦情報の共有 

上記により得られた情報等は報告書にまとめ職員間で共有するとともに、重要な情報は朝礼 

等の機会を通じて口頭による報告を行い、情報共有の徹底化を図る。また、報告書等の電子デ 

ータは共有サーバーで職員が随時閲覧できるように管理する。 

 

 

１１．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

（１）現状と課題 

  ［現状］ 

当商工会では、五泉市や五泉市観光協会をはじめ城下町の歴史と文化に精通する各種団体、

地元商店街組合と連携し、堀家三万石の城下町として栄えた「歴史と文化のまち」という村松

地域の特色を活かしながら、商工業を主体としたイベント事業と文化的事業を融合した取組み

を支援している。 

また、五泉市や五泉商工会議所をはじめ地域の関連団体を交えた各種会議・懇談会等を通じ、

情報交換や市行政に対する意見・要望の提言を行うなど、小規模事業者支援及び地域振興事業

等実施の円滑化と実施による実効性を担保し得る環境整備に努めている。 

  ［課題］ 

   令和 2 年のコロナ禍が全国各地に与えた影響は村松地域にとっても例外ではなく、これまで

伝統的に開催してきた行事は軒並み中止を余儀なくされることとなった。 

しかしながら、小規模事業者にとって、地域社会の活動は自身の事業活動とも密接な関係に

あることが多く、地域のイベント等と連動させながら交流人口を増やしていくことは、消費の

拡大と地域活力の維持という観点からも重大な意義を持っている。 

そのため、「新しい生活様式」との両立を模索しながらも歴史文化的資源や観光資源を引き続

き活用し、地域経済活性化の方向性を検討していく必要がある。 

 

（２）事業内容 

①行政懇談会の開催 

当商工会員の商工業者で構成される総務委員会を中心に、五泉市長と当商工会正副会長、商

業部会長、工業部会長、青年部長、女性部長を交えた「行政懇談会」を年 1 回開催し、五泉市

の市政状況報告や商工業振興施策に関する情報共有を図るとともに、行政に対する意見・要望

の提言を行う。 

 

 ②地域資源（城下町）を活用した地域活性化支援 

「城下町村松」に因んだ各種行事について、地元の有識者や商工業者で構成される「松城祭

実行委員会」や「村松お城の会」、「のぼり旗祭り実行委員会」、五泉市商工観光課、地元商店街

組合と連携しながら、各種運営会議の実施や企画、事業予算等の面で開催に向けた支援を行う。 

〇「村松藩巡行絵巻行列」：江戸時代末期に行われた絵巻行列を村松地区内で再現する。1838

年（天保 9 年）当時村松藩祖堀直竒の二百年忌祭礼で行われた大行列が描かれている絵巻を

基に、甲冑を身にまとった市民が弓隊・槍隊などを編成し、市街地を練り歩く。 

〇「街中美術館」：商店街の各店舗・事業所等が所有する村松藩所縁の書画・骨董品等を自店に
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展示する。 

〇「思い出写真館」：江戸・明治から昭和にかけて撮影された村松の町並みや行事等の写真を商

店街に展示する。 

〇「城下町むらまつ街めぐり」：寺社をはじめとした歴史的重要箇所を巡り、城下町村松の歴史

文化を偲ぶ。 

〇「街中講演会」：村松の歴史や人物、文化、風土に関するテーマ別講演会を開催する。 

〇「城下町村松のぼり旗祭り」：端午の節句に子どもの成長を願ってのぼり旗を掲げていた昔の

風習を再現。村松地区の商店街を中心に約 70 本ののぼり旗を飾る。 

 

③地域資源（桜）を活用した地域活性化支援 

明治 39 年に日露戦没記念として造られ、県内でも有数の桜の名所である村松公園にて開催さ

れる「村松公園桜まつり」に関し、五泉市商工観光課や五泉市観光協会との連携により構成さ

れる実行委員会で、イベント期間中の誘客と経済活性化の方向性を協議する。特に、当商工会

としては物産販売の出店について積極的に支援し、地元の商業・サービス業事業者の販売促進

と消費拡大を図る。 

 

④消費喚起と地域経済活性化のための「五泉市プレミアム商品券事業」の実施 

五泉市内の消費意欲を喚起させ、地域経済の活性化を図るため、国・市の補助金を活用し、

五泉商工会議所、五泉商業協同組合、村松さくらカード会（ポイントカード会）と共同で「五

泉市プレミアム商品券実行委員会」を組織し、五泉市商工観光課と連携しながらプレミアム商

品券事業を引き続き実施する。これまでの実績から、地域内の資金循環という観点で地域経済

活性化に大きく寄与していると考えられ、小規模事業者の経営基盤強化にとって重要な施策と

位置付けられているため、事業者と消費者双方に有益な実施策を実行委員会で年に 2 回程度定

期的に協議し、事業実施に取り組む。 

 

 ⑤地元商店街等における経済活性化支援 

村松地区商店街の各店舗が目玉商品を定額販売することで誘客を図る「むらまつ 100 円商店

街」を年に 2 回開催する。当商工会の商業・サービス業等小規模事業者で組織する商業部会運

営委員会にて、開催前に運営方法や誘客・販売促進策について協議を行う。 

また、地元の商店で組織される村松さくらカード会（ポイントカード会）が行う各種販促イ

ベントについて、運営指導という観点でカード会員と連携しながら実施支援を行う。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和４年４月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発

達支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の

関与体制 等） 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

※本計画の策定時点（令和 2 年 8 月）では、当商工会地区の小規模事業者数減少から「県補

助金交付要綱等の規定により、令和 4 年度末までに当商工会の経営指導員設置数が 1 名減

員となることが予定されているため、令和 5 年度以降については『法定経営指導員 1 名・

経営指導員 2 名』から『法定経営指導員 1 名・経営指導員 1 名』となる見込み」と本欄に

おいて記載したが、その減員措置が見込みより 2 年前倒しとなり、令和 3年 4 月 1 日から

上記の実施体制となった。 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

 

  ■氏 名： 菊池 宗大 

  ■連絡先： 村松商工会 TEL.0250-58-2201 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

 

   経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評

価・見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

 

 

五泉市 

商工観光課 
村松商工会 

事務局長 

法定経営指導員  1 名 

経営指導員    1 名 

補助員      1 名 

記帳専任職員   2 名 

記帳指導員    1 名 
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（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

 

①商工会 

  〒959-1705 

   新潟県五泉市村松乙２４５ 

     村松商工会 経営支援室 

      TEL： 0250-58-2201  /  FAX： 0250-58-8409 

           E-mail：mms2201@blue.ocn.ne.jp 

  

②関係市町村 

   〒959-1692 

    新潟県五泉市太田１０９４－１ 

     五泉市 商工観光課 

      TEL： 0250-43-3911  /  FAX： 0250-41-0006 

 

 

 

 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

必要な資金の額 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 

 

〇経済動向調査事業 

（各種調査費等） 

〇経営状況分析事業 

（資料作成費等） 

〇事業計画策定支援事業 

（セミナー開催費等） 

〇需要動向調査事業 

（各種調査費等） 

〇新たな需要開拓支援事業 

（サイト関連費、展示会出展

関連費等） 

〇地域経済活性化支援 

（各種事業開催関連費等） 

〇他の支援機関との連携 

（各種会議開催費等） 

200 

 

100 

 

1,000 

 

100 

 

600 

 

 

1,000 

 

300 

200 

 

100 

 

1,000 

 

100 

 

600 

 

 

1,000 

 

300 

200 

 

100 

 

1,000 

 

100 

 

600 

 

 

1,000 

 

300 

200 

 

100 

 

1,000 

 

100 

 

600 

 

 

1,000 

 

300 

200 

 

100 

 

1,000 

 

100 

 

600 

 

 

1,000 

 

300 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

県補助金、市補助金、県助成金、伴走型補助金、会費・各種手数料等収入、受託料収入 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 


